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「売上債権保証サービス」紹介業務の取扱開始について 

～みずほファクター株式会社と提携～ 
 
 株式会社東北銀行（取締役頭取 浅沼 新）では、みずほファクター株式会社（東京都 

代表取締役 橋本 正）と提携し、「売上債権保証サービス」の紹介業務の取扱いを開始い

たしますのでお知らせ致します。弊行では、既に同様の商品を三井住友ファイナンス&リー

ス㈱と提携し紹介業務を行っておりますが、お客様の保有する売上債権の未回収リスクを

軽減したいニーズに更にお応えするため、商品ラインナップを充実致します。 
 
1．取扱開始日 平成 21 年 7 月 1 日（水） 
 
2．「売上債権保証サービス」とは 
 企業間で発生した売上債権の決済についてみずほファクター株式会社が保証するもので、

あらかじめ保証限度額を定め、販売先がデフォルト発生時に保証履行されるサービスです。 
 ご契約企業にとっては、次のようなメリットがございます。 
 ①既存取引先（販売先）の倒産リスク回避 
 ②新規取引先とのスムーズな取引開始 
 ③取引先に対する社内与信取引管理の軽減 
 
3．保証スキーム 
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4．商品概要 
 包括保証 個別保証 
保証対象債権 売掛債権・手形債権 
保証対象先（販売先）数基準 20 社以上 10 社以上 
保証額基準 最低保証希望金額 2 億円以

上 
1 社あたりの最低保証金額

200 万円以上 
保証料率 保証対象先ごとに個別に判

断し、加重平均して全体の保

証料率を計算する。（年率） 

年率 6～7％ 

保証額 1 社ごとの保証極度額と実際

の債権額×80％の小さい方 
1 社ごとの保証極度額と実際

の債権額の小さい方 
保証料支払方法 1 年分前払い 1 カ月ごとに後払い 
 
 
5．みずほファクター株式会社 会社概要 
 
所在地：東京都千代田区丸の内 1-6-2 
資本金：10 億円 
代表者：代表取締役 橋本 正 
業務内容：国内ファクタリング業務、代金回収業務、国際ファクタリング業務 
従業員数：145 名 
 
 
 


